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   三角逓番号（   番号）による安定器の PCB 不使用の判別方法 

この判別手法の対象は蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯の安定器です。ネオン照明に使われるネオントランス

は対象外です。必ず、銘板等で適用可能な安定器であることを確認してください。 

１．法規制と三角逓番号（    番号）について 

三角逓番号（    番号）は、正式には電気用品型式承認番号(電気用品取締規則)、電気用品型式認可

番号(電気用品取締法)と称され、通称、三角逓番号といわれる。この番号は電気用品を安全に製造するため

の制度として昭和 10 年（1935 年）9 月 30 日制定の電気用品取締規則から使用され、昭和 37 年（1962 年）8

月 15 日施行の電気用品取締法を経て、平成１3 年（2001 年）4 月 1 日施行の電気用品安全法で廃止されるま

で使用された。製造事業者はこの三角逓番号（    番号）を取得しなければ電気用品を製造できなかった。 
 

 
 
 
 

図-1 電気用品に係る法制度の沿革 

２．電気用品の管理と三角逓番号（    番号）について 

市販の電気用品が適法品か否かを判断する資料としては、通商産業省の監修のもとに三角逓番号

（    番号）と製造者、型式を管理した以下の資料集がある。 
 
① 電気用品取締規則施行時 (S10.9.30 制定) 

資料集名 ： 電気用品型式承認集（追録含む） 
編集者   ： 不良電気用品防止対策委員会 
発行者   ： 社団法人 日本電気協会 

② 電気用品取締法施行時 (S36.11.16 制定、S37.8.15 施行) 
資料集名 ： 電気用品型式認可集 

三角逓番号（    番号）使用 



編集者   ： 財団法人 日本電気用品試験所（現：一般財団法人 電気安全環境研究所） 

発行者  ： 社団法人 日本電気協会 
 

３．三角逓番号（    番号）の表記内容について 

     三角逓番号（    番号）は、以下のように表示されている。 

 

          ○○ - ○○○○ - ○ 
                                               

  

 

 

 

                  
                     10－〇〇〇〇 ： 電気用品型式承認番号  
                                 （S10.9.30 制定 電気用品取締規則に係る表記） 
                          61－〇〇〇〇 ： 電気用品型式認可番号 
                                 （S3７.8.15 施行 電気用品取締法に係る表記） 

４．三角逓番号（    番号）による判別方法について 

安定器の銘板に印字されている三角逓番号（    番号）から PCB 不使用安定器を以下の方法で判別す

る。 
 

(1)    10－〇〇〇〇 （電気用品型式承認番号）について 

現在ところ、   10－〇〇〇〇 での PCB 使用・不使用の判別は不可である。 
 

(2)    61－〇〇〇〇 （電気用品型式認可番号）について 

①    61－〇〇〇〇の□の部分が 4742 かそれより大きい番号の場合は PCB 不使用安定器である。 
（東芝、日立の関連会社製の安定器の一部には微量 PCB の混入の可能性が否定できないものが
存在します。） 

※注： 昭和 47 年版までの電気用品型式認可集を確認した結果、PCB 使用安定器が製造 
されたのが昭和 47 年 8 月迄であり、それ以前に認可された三角逓番号（    番号） 
に   61– 4742 以上の番号がなかったことから判断した。 

       → （図－1） 参照 
 

② 61－1～4741 までは、電気用品型式認可集の型式欄に以下の表示があれば、PCB 不使用安定

器である。（PCB 不使用の判別情報はその他の銘板情報等から得られる場合もあります。） 
   

【PCB 不使用安定器の判断表示】 → （図－2）参照 
 コンデンサーなし 

会社・個人がすでに認可を受けた仕
様と同様の仕様で他社が認可受けた
ときに付記。この部分は無いことが多
い。 

1 からの連番 
10 又は６１：電気用品の事業区分の内、小型単相変圧器類（安定器等）を示す 



 低力率 
 ８５％未満の〇〇％表示 （ 例： ５７％） 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

（図－1） 電気用品型式認可集（抜粋） ： PCB 使用安定器製造中止後 最初の認可番号 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（図－2） 電気用品型式認可集（抜粋）： PCB 不使用安定器の判断表示 
 

 

 

以上 

PCB 使用安定器製造時（昭和 32 年 1 月～昭和 47 年 8 月）の認可番号 

PCB 使用安定器製造中止後（昭和 47 年 9 月以降）の認可番号 

コンデンサーなし 

低力率 

力率 ：45% 

認可年月日欄の下段(  )内は、更新認可の発効日付。 
この例は４１．４．１４に認可され、7 年後の更新が認可されたもの。 


